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独立行政法人国立国語研究所任期付研究員就業規程 

 

                                                                    平成１８年４月１日 

                                                                    国語研規程第１０５号 

                                  改正 平成19年11月30日 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条  この規程は，独立行政法人国立国語研究所職員就業規則（以下「就業規則」という。）第２

条第２項の規定に基づき，独立行政法人国立国語研究所（以下「研究所」という。）に労働契約の

期間を定めて雇用される研究員（以下「任期付研究員」という。）の就業に関し必要な事項を定め

ることを目的とする。 

２ この規則に定めるもののほか，任期付研究員の就業に関する事項は，労働基準法（昭和２２年法

律第４９号。以下「労基法」という。），労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）及びその他

の法令（以下「関係法令」という。）の定めるところによる。  

 

（任期付研究員の種類） 

第２条  任期付研究員の種類は，次の各号に定めるとおりとする。 

 一 研究プロジェクト型任期付研究員 当該研究分野に係る専門的な知識経験を有し，独立して研

究する能力があると認められる者であって，当該研究能力を一定期間活用して遂行することが必

要とされる研究業務に従事する者 

 二 招へい型任期付研究員 研究業績等により当該研究分野において特に優れた研究者と認められ

ている者であって，当該研究分野に係る高度の専門的な知識経験を必要とする研究業務に従事す

るため招へいする者 

 

第２章 任免 

 

（労働契約の期間） 

第３条  第２条第１号に規定する任期付研究員（以下「第１号任期付研究員」という。）の労働契約

の期間は，３年（研究業務の性質上特に必要があると研究所が認める場合は，５年）を超えない範

囲内で定める。 

２ 第２条第２号に規定する任期付研究員（以下「第２号任期付研究員」という。）の労働契約の期

間は，５年を超えない範囲内で定める。ただし，５年を超える労働契約の期間を定める必要がある

と研究所が認める場合には，７年（特別の計画に基づき期間を定めて実施される研究業務に従事さ

せる場合にあっては，１０年）を超えない範囲内で定めることができる。 

 

（労働契約の更新） 

第４条  研究所は，第１号任期付研究員の労働契約の期間が３年に満たない場合（前条第１項の研究

業務の性質上特に必要があると研究所が認めた場合を除く。）にあっては採用した日から３年，第

１号任期付研究員のうち研究業務の性質上特に必要があると研究所が認めた場合に労働契約の期間

が定められた者の労働契約の期間が５年に満たない場合にあっては採用した日から５年，第２号任

期付研究員の労働契約の期間が５年に満たない場合にあっては採用した日から５年を超えない範囲

内において，その労働契約の更新することができる。 

 

（労働契約終了の予告） 

第５条  研究所は，労働契約締結時に，労働契約の期間の満了後において当該労働契約を更新するこ

とがある旨明示していた労働契約を更新しない場合には，当該任期付研究員に対して，当該期間満

了日の３０日前までにその予告をするものとする。 
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第３章 給与 

 

（給与に関する特例） 

第６条 第１号任期付研究員には，別表１の基本給表を適用する。 

２ 第２号任期付研究員には，別表２の基本給表を適用する。 

３ 任期付研究員の号俸は，その者が従事する研究業務に応じて別に定める基準に従い決定する。 

４ 第１号任期付研究員は, 別に定める基準に従い昇給させることができる。 

５ 特別の事情により, 第１項及び第２項に規定する基本給表に掲げる号俸により難い場合には, こ

れらの規定にかかわらず, 別に定める基準に従い基本給月額を定めることができる。 

６ 任期付研究員のうち，特に顕著な研究業績を挙げたと認められる者には，別に定めるところによ

り，その基本給月額に相当する額を任期付研究員業績手当として支給することができる。 

７ 第３項に規定する号俸の決定，第５項の規定による基本給月額の決定及び前項の規定による任期

付研究員業績手当の支給は，予算の範囲内で行わなければならない。 

 

（給与規程の適用除外等） 

第７条  独立行政法人国立国語研究所職員給与規程（以下「給与規程」という。）第４条から第８条

及び第１０条並びに第２０条の規定は，任期付研究員には適用しない。 

２ 給与規程第９条及び第１２条の規定は, 第２号任期付研究員には適用しない。 

３ 任期付研究員に対する給与規程の適用については第１８条第１項中「基本給の特別調整額の支給

を受ける職員」とあるのは「第２条第２号の規定により労働契約の期間を定めて採用された職員」

と，第１９条第２項中「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１６０」と，「１００分の１

６０」とあるのは「１００分の１８０」とする。 

 

    附 則 

この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平１８．１１．１０国語研規程第１４８号） 

この規程は, 平成１８年１１月１０日から施行する。 

   附 則（平１９．１１．３０国語研規程第１７２号） 

この規程は, 平成１９年１１月３０日から施行する。 

 

 

    

    別表１                   別表２ 

                      

      

号 俸 

基本給月額（円） 

１ ２６２，２００ 

２ ２７４，２００ 

３ ２８５，６００ 

４ ２９５，７００ 

５ ３０５，６００ 

６ ３１２，９００ 

７ ３１８，２００ 

８ ３２３，８００ 

９ ３２９，４００ 

１０ ３３７，２００ 

     

号 俸 基本給月額（円） 

１ ３９９，０００ 

２ ４６１，０００ 

３ ５２４，０００ 

４ ６１０，０００ 

５ ７１１，０００ 

６ ８１２，０００ 


